
提

出

者

首

藤

信

彦

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
提
出

質

問

第

二

〇

号

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
適
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
適
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

岡
本
行
夫
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
は
、
内
閣
法
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
非
常
勤
で
あ
り
、
民
間
人
ま
た
、
民
間
企
業
等

の
兼
職
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
は
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
十
日
発
行
）
、
文
藝
春
秋
（
二
〇
〇
四
年
三
月
号
）
等
の

記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
岡
本
補
佐
官
が
イ
ラ
ク
国
内
を
調
査
中
、
Ｃ
Ｐ
Ａ
（
連
合
暫
定
施
政
当
局
）
か
ら
イ
ラ
ク
北
部
の
セ

メ
ン
ト
工
場
建
て
直
し
の
調
査
依
頼
を
受
け
、
イ
ラ
ク
か
ら
直
接
電
話
で
岡
本
行
夫
氏
が
取
締
役
を
務
め
る
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル

社
の
西
川
章
社
長
に
電
話
を
し
て
こ
の
事
業
を
結
び
つ
け
た
。
そ
し
て
帰
国
後
、
経
済
産
業
省
林
洋
和
通
商
政
策
局
長
に
三
菱

マ
テ
リ
ア
ル
社
社
員
を
イ
ラ
ク
に
派
遣
す
る
よ
う
直
接
交
渉
し
た
と
あ
る
。
こ
の
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
社
に
お
い
て
同
氏
は
二
万

八
千
株
と
い
う
大
量
の
株
式
を
保
有
す
る
個
人
大
株
主
で
あ
り
明
確
な
利
害
関
係
が
あ
る
。
ま
た
、
イ
ラ
ク
に
お
い
て
セ
メ
ン

ト
プ
ラ
ン
ト
事
業
の
実
績
が
あ
る
の
は
川
崎
重
工
業
で
あ
り
同
社
あ
る
い
は
他
の
大
手
セ
メ
ン
ト
関
係
会
社
を
差
し
置
き
三
菱

マ
テ
リ
ア
ル
社
一
社
に
情
報
を
伝
え
協
力
を
要
請
す
る
の
は
中
立
・
公
正
を
旨
と
す
る
公
務
員
と
し
て
の
行
為
で
は
な
い
。

こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
国
家
公
務
員
法
第
百
条
「
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
職
を
退
い
た
後
と
い
え
ど
も
同
様
と
す
る
。
」
に
明
確
に
違
反
す
る
。

一



以
下
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

岡
本
行
夫
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
を
罷
免
す
べ
き
と
判
断
さ
れ
る
が
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

二

岡
本
行
夫
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
四
度
に
わ
た
る
イ
ラ
ク
調
査
日
程
は
、
誰
が
計
画
し
決
定
し
た
の
か
。
ま
た
、
い
か

な
る
権
限
と
資
格
を
も
っ
て
行
っ
た
の
か
。

三

イ
ラ
ク
調
査
中
に
何
処
の
施
設
を
訪
問
し
た
の
か
具
体
的
な
箇
所
を
示
さ
れ
た
い
。

四

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
社
社
員
は
、
経
済
産
業
省
の
産
業
調
査
員
と
い
う
身
分
で
イ
ラ
ク
に
入
国
し
た
と
あ
る
が
そ
れ
は
事
実

か
。

五

経
済
産
業
省
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
等
中
立
機
関
の
技
術
者
で
は
な
く
特
定
私
企
業
の
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
社
社
員
を
何
故
派
遣
し

た
の
か
。

六

イ
ラ
ク
で
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
九
日
よ
り
全
土
に
わ
た
っ
て
退
避
勧
告
が
出
さ
れ
、
邦
人
の
退
去
が
勧
告
さ
れ
て
い
る

中
（
勝
手
に
入
る
報
道
関
係
者
な
ど
を
除
き
）
、
何
故
民
間
企
業
の
社
員
の
入
国
を
認
め
、
便
宜
を
図
っ
た
の
か
。

七

イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
た
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
社
社
員
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
、
何
処
に
調
査
に
入
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

二



八

岡
本
行
夫
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
岡
本
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
外
国
企
業
（
日
本

法
人
を
含
む
）
が
入
っ
て
い
る
の
か
、
入
っ
て
い
れ
ば
社
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


